令和●年（●）第●●号　●●請求事件
原　　告　　●　●　●　●　
被　　告　　●　●　●　●
第１準備書面
令和●年●月●日
●●地方裁判所第●民事部　御中

原　　　　　告　　　●　　●　　●　　●

　被告から提出された答弁書について、以下のとおり認否及び反論を行う。

被告の主張に対する認否
第１　「借りたのは１００万円であること」との主張部分
第１段落目について否認する。貸し付けた金額の合計は３００万円である。
第２段落目について、令和７年１２月１０日に会ったことは認め、その余は否認する。原告は、令和７年１２月１０日、被告に対し、２００万円についても用意ができた旨を伝えている。
第３段落目について、被告が令和７年１２月２０日に他の友人に会ったことは不知であり、その余は否認する。原告は、令和７年１２月２０日、被告に対し、２００万円を手渡した。
第２　「１００万円は弁済済みであること」との主張部分
　１００万円が振り込まれたことは認め、その余は否認する。同１００万円の振り込みは、令和７年８月２９日に貸し付けた金銭の返還として振り込まれたものではない。

原告の主張
１　被告は、原告から借り受けた金額は１００万円にすぎないと主張する（答弁書２頁）。
しかし、原告は令和７年８月２９日に１００万円を貸し付けた後も、被告から追加の資金準備を依頼され、令和７年１２月１０の面会において被告に対し２００万円の準備が整った旨を伝えている。その後、原告は令和７年１２月２０日に被告と面会し、封筒に入れた２００万円を直接手渡している。
２　被告は、令和７年１２月２０日は他の友人に会っていたため、原告から２００万円を受領していないと主張する（答弁書２頁）。
しかし、原告は当日、横浜市内の喫茶店において被告と面会し、２００万円を手渡している。被告が同面会の前又は後に他の友人と会ったかどうかは原告では知り得ないが、そのことは原告との面会および金銭授受の事実を左右するものではなく、受領を否定する理由にはならない。
３　被告は、１００万円は既に弁済したなどと主張する（答弁書２頁）。
しかし、令和８年３月１４日の振込は令和７年８月２９日の貸付金に対する返済ではなく、被告が以前から負担していた原告との共同事業に関する経費精算として支払われたものである（甲●）。
そのため、令和７年８月２９日に原告が貸し付けた１００万円の返済として行われたものではない。
以上

